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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 14 条第 1 項の規定に基づき，認定産業標準作成機関である一般財団法人

日本規格協会（JSA）から，産業標準の案を添えて日本産業規格を制定すべきとの申出があり，経済産業

大臣が制定した日本産業規格である。これによって，JIS X 5150:2016 は廃止され，その一部を分割して

制定したこの規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認に

ついて，責任はもたない。 
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日本産業規格          JIS 
 X 5150-1：2021 
 (ISO/IEC 11801-1：2017) 

汎用情報配線設備－第 1 部：一般要件 

Information technology-Generic cabling for customer premises- 

Part 1: General requirements 

 
序文 

この規格は，2017 年に第 1 版として発行された ISO/IEC 11801-1 を基に，技術的内容及び構成を変更す

ることなく作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

この規格は，JIS X 5150-2，ISO/IEC 11801-3，ISO/IEC 11801-4，ISO/IEC 11801-5，ISO/IEC 11801-6，ま

た，これらに関連する技術仕様書及び技術報告書（ISO/IEC TR 11801-99xx 規格群，ISO/IEC TR 24704，

ISO/IEC TR 24750 及び ISO/IEC TS 29125）などの ISO/IEC JTC 1/SC 25 によって開発された他の施設固

有の参照配線設計文書（図 1 参照）をサポートするための一般要件を含んでいる。 

この規格は，一つ以上のベンダからの材料で施工することができるマルチベンダ配線システムを規定し，

次の事項に関連している。 

a) JIS 又は IEC の技術委員会によって作成された，銅ケーブル及びそのコネクタ，並びに光ファイバケ

ーブル及びそのコネクタなどの配線部材に対する国際規格（箇条 2 及び参考文献参照） 

b) 敷設された配線設備の試験のための規格（箇条 2 及び参考文献参照） 

c) IEC の技術委員会，ISO/IEC JTC 1 の小委員会，ITU-T の研究班及び IEEE 802 によって作成された

LAN，ISDN などのアプリケーション 

d) 顧客構内における汎用配線設備の構成及び利用のための特定のアプリケーションの要求を考慮した計

画立案，導入ガイド及びその他の規格（ISO/IEC 14709 規格群，ISO/IEC 14763-2，ISO/IEC 14763-3，

ISO/IEC 30129，ISO/IEC 18598 など） 

附属書 E に記載するアプリケーションに対する物理層の要件は，この規格で規定する配線クラスとそれ

らアプリケーションとの互換性を決定するために分析されている。これらのアプリケーションの要件は，

施設固有のトポロジに関する統計及び規格がサポートする配線モデルとともに，平衡配線設備，同軸配線

設備及び光ファイバ配線設備に対する要件を開発するために用いられている。 

結果的に，この規格の中で定義する汎用配線設備は，次のものを規定している。 

－ 標準化されたアプリケーションの要件並びに将来のアプリケーションの開発及び実現を可能にする要

件の両方に適合するクラスの A，B，C，D，E，EA，F，FA，I 及び II 平衡配線チャネル並びに平衡配

線リンク 

－ BCT アプリケーションの配信を可能にするクラス BCT-B 平衡配線チャネル及び平衡配線リンク 

－ BCT アプリケーションの配信を可能にするクラス BCT-C 同軸配線チャネル及び同軸配線リンク 

－ 標準化されたアプリケーションの要件に適合し，かつ，部材の性能を活用して将来開発されるアプリ


